






No.15
供給段階及び製造段階
○道路・需要家敷地内共通の事故対策
・他工事事故対策等に係る他省庁との連携（●）
～2014年度 検討
国

進捗
状況

○他工事事故の対策については、平成24年11月、国土交通省建設市場整備課及び厚生
労働省安全課建設安全対策室に、ガス安全小委員会の事故分析資料等により、近年の
ガス事故における他工事の傾向を、当省で作成している他工事事故防止のパンフレットを
提供して、他工事事故の主な問題点を説明した。
引き続き、実効ある対策の具体化に向け、検討を進めていく。

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
実施主体

国



No.16
供給段階及び製造段階
○需要家敷地内における事故対策
・他工事事業者・作業者、建物管理者等への周知活動
－
国(☆)、事業者(☆)

○経済産業省のホームページで注意喚起を行っている。（以下、「例」を示す。）
【平成２３年２月１４日 福井県の建物解体工事の際、作業者がガス管を切断したため、ガ
ス爆発が発生（重傷：２名、軽傷：１名）。本件では、解体工事業者は略式起訴された。】
・建物の解体や大規模な改築工事を行うときは、必ず都市ガス事業者に連絡してくださ
い。
・ガス管かどうか判断できない管があるときは、都市ガス事業者に連絡してください。

○ガスの安全利用に関する普及啓蒙を行う経済産業省の専用ＨＰ「ガスの安全見直し隊」
において、注意喚起を行っている。（以下、「例」を示す。）
・敷地内に置いてガス事業者以外の改築、解体、給排水工事を始める前にガス管の位置
確認を！ガス管の位置や深さが不明な場合やガス管の撤去・移設工事が必要な場合その
他、必要に応じてガス事業者にご相談ください。

ＪＧＡ

○日本ガス協会による他工事事業者・業界団体等に対する注意喚起の実施
①「建設業労働災害防止全国大会」講演発表やブース展示を通じた周知（平成23年10月、
平成24年10月）
②全国解体工事業団体連合会会員事業者に対する会報寄稿等を通じた周知（平成24年2
月）

・国の都市ガス安全情報広報事業によるチラシ、ポスター等を用いた事業者による他工事
事業者等への周知活動を実施した。

平成23 平成24
15,000部 23,500部
（都市ガス事業者 購入ベース）
※右の他工事業者への注意喚起チラシは、

平成23より日本ガス協会の標準的な周知チラシ
として事業者へ活用の斡旋をしている。

ＪＣＧＡ

○都市ガス安全情報広報事業による、経済産業省作成のチラシ、ポスター等を用いた事
業者による他工事事業者等への周知活動を実施した。

○他工事事業者に対し、工事事業者による事故防止対策の啓発等を実施。
対象他工事事業者は、上下水道、道路、土木、建築、電気関係
なお、啓発等を実施した場所は主に道路調整会議、地下埋設物災害対策協議会等。

（平成19～23年に啓発を実施した他工事業者数）
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

約12,500社 約11,000社 約10,700社 約10,900社 約12,000社
※出典：保安点検検査推進運動実施結果

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
実施主体

進捗
状況

国

事業者



No.17
供給段階及び製造段階
○道路における事故対策
・防護協定の締結
－
事業者(☆)

ＪＧＡ

○ガス事業者へ、日本ガス協会が作成した保安に関する協定書の例を示した上で、以下の
方法により、防護協定未締結企業者と協定の締結促進を実施している。

①企業者間の協定については、道路調整会議等の機会を活用して
協定の締結の重要性を訴求。

②工事毎の協定については、大規模他工事等において、他工事届出
内容に応じた個別工事単位で協定の締結を実施。

○ガス事業者は、道路調整会議等で、ガス事故防止の
ガイドブック等を活用して、防護協定締結の重要性を
含めて、他工事事故防止の 周知を継続的に実施。

ＪＣＧＡ

○ガス事業者には、保安点検・検査推進運動（通年）において、保安規程にもとづき主に道
路調整会議の場等を活用して他工事事故防止の周知を実施するよう要請している。また、コ
ミュニティーガス協会からガス事業者に対して配布した「ガス事故防止のおねがい」（ハンド
ブック）では、事故防止ポイントの一つとして、他工事業者から工事の照会や事前の打ち合
わせについて記載しており、この「ガス事故防止のおねがい」も活用し事故防止を図ってい
る。

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
実施主体

進捗
状況

事業者

＜ガス事故防止のおねがい（ハンドブック）＞

＜ガイドブックの表紙＞



No.18
供給段階及び製造段階
○道路における事故対策
・作業員レベルへの周知・教育の徹底
－
事業者(☆)

ＪＧＡ

○他工事管理に関わる事例等を取りまとめ、各ガス事業者は、他工事業者（水道、下水、
電気、通信等）の協議担当者等への事故対策に関する周知、教育を継続的に実施してい
る。

○他工事業者に対する事故対策の周知、教育については、ガス事業者の協議担当者等
が、日本ガス協会作成のガス事故防止のガイドブック等を用いて、保安講習会やPRを継
続的に開催することで実施している。

ＪＣＧＡ

○ガス事業者の他工事巡回点検や立会いにかかわる業務従事者への事故防止対策に
関する周知、教育には協会が作成した下記ツールを用いて継続的に実施している。
① 簡易ガス事業 保安教育の手引き（平成24年6月改訂）
② 過去に実施した保安向上キャンペーンで作製したチラシ、他工事管理記録表
③ 他事業者向け「ガス事故防止のお願い」（ポケット版）
※別紙のとおり

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
実施主体

進捗
状況

事業者



別紙
保安教育の手引き 他工事事故防止チラシ

他工事管理記録表

ガス事故防止のお願い（ポケット版）



No.19
供給段階及び製造段階
○本支管対策
・優先順位付けに基づいた対策実施の推進
（要対策ねずみ鋳鉄管）（●）
～2015年度 対策実施（4大事業者）
～2020年度 対策実施（その他事業者）
事業者

ＪＧＡ

○国が策定した本支管維持管理対策ガイドラインに基づいて、ガス事業者が要対策ねずみ
鋳鉄管対策を実施。実施内容例は以下の通り。
・ガス事業者においてリスクマネジメント体制を構築することにより、ねずみ鋳鉄管対策のＰＤ
ＣＡサイクルを実行し、対策有効性を検証しながら、対策是正及び改善を継続的に実行。
・ガス事業者において対策優先順位付けは、故障の発生確率としては埋設年（造管方法）、
口径、地盤安定度、等、危害の重大さとしては市街化度等を因子として実施し、各事業者に
おいて対策計画を策定。
・日本ガス協会において対策進捗フォローを行うとともに、ねずみ鋳鉄管の取替えが困難な
箇所を有している事業者に対して、新工法の紹介等の技術支援を継続的に実施。

○一般ガス事業者の低圧本支管で、４大事業者の対策の優先順位の高い「要対策導管」に
ついては、平成２３年度末の時点で、４者の残存量計は911㎞となっており、2015年度の対策
完了という目標に向けて引き続き実施することとしている。その他の事業者については、ね
ずみ鋳鉄管を保有する事業者は67事業者であり、要対策導管については可能な限り2020年
度の目標に対して2015年度までの前倒し完了を目指して入替えが進められている。

JCGA
○簡易ガスでは、平成19年末で約5ｋmの要対策ねずみ鋳鉄管が残存していたが、その後全
て対策は完了した。

実施主体

段階
対策

具体的な実施項目

ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

進捗
状況

事業者



No.20
供給段階及び製造段階
○本支管対策
・対策実施に係る優先順位付け（維持管理ねずみ鋳鉄管）
－
事業者

ＪＧＡ

○国が策定した本支管維持管理対策ガイドラインに基づいて、ガス事業者が維持管理ねず
み鋳鉄管対策を実施。実施内容例は以下の通り。
・リスクマネジメント体制を構築することにより、ねずみ鋳鉄管対策のＰＤＣＡサイクルを実行
し、対策有効性を検証しながら、対策是正及び改善を継続的に実行。
・維持管理導管に対しては、リスク状況を監視しながら、万一の漏えいの際の緊急対応等の
日常の維持管理を実施しつつ、必要に応じ、適切な対策を実施。

○一般ガス事業者の低圧本支管で、ねずみ鋳鉄管のうち、維持管理導管については適切な
維持管理を行いつつ、より細やかな優先順位付けに基づいた対策を進めることとしている。
維持管理ねずみ鋳鉄管の残存量は、平成２３年度末の時点で、４大事業者については
2,652kmである。

JCGA
○リスクマネジメント手法を用いた経年管対策について事業者説明を実施し、事業者はその
手法に基づき対策を計画的に進めている。

実施主体

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

進捗
状況

事業者



No.21
供給段階及び製造段階
○本支管対策
・リスクマネジメント手法を活用した維持管理対策の推進（腐食劣化対策管）
－
事業者

ＪＧＡ

○日本ガス協会にて、リスクマネジメント手法を用いた維持管理における各ガス事業者の
対策事例を取りまとめ、ガス事業者には、説明会を通じて、リスクマネジメント手法の活用
の推進を図っている。ガス事業者は、日本ガス協会が示した対策事例を参考に、個社の
状況に応じて対策優先順位付け等を実施している。

JCGA
○リスクマネジメント手法を用いた経年管対策について事業者説明を実施し、事業者はそ
の手法に基づき対策を計画的に進めている。
なお、説明会は平成２０年１１月から平成２１年７月にかけ、全国支部にて実施した。

実施主体

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

進捗
状況

事業者



No.22
供給段階及び製造段階
○本支管対策
・技術開発成果を活用した対策の推進
－
事業者

ＪＧＡ

○ガス事業者は、ねずみ鋳鉄管等の更生修理工法（例：ＧＢＡ工法（高強度・高延性な樹
脂をミスト状に噴霧してガス管内面に塗布し樹脂膜を形成する工法））の適切な運用を実
施している。一方、日本ガス協会にて、対策進捗フォローを行うとともに、軌道敷下や繁華
街等の開削工事での施工困難箇所を有している事業者に対して、非開削工法等の新工
法の紹介等の技術支援を継続的に実施している。

JCGA
○更正修理工法の活用について、一般大手ガス事業者（主に4大事業者）及び関係エンジ
ニアリング会社等から、適用検討・施工に関する技術サポートを受け実施している。

実施主体

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

進捗
状況

事業者



No.23
供給段階及び製造段階
○灯外内管対策
・優先順位付けに基づいた対策実施の推進（保安上重要な建物）（●）
～2015年度 対策実施（4大事業者）
事業者(★)

ＪＧＡ

○ガス事業者は、国が策定した供内管腐食対策ガイドラインを基に、「腐食漏えいによる
事故の発生し易さ」と「事故発生時の影響度」との組み合わせを勘案して対策の優先順位
を設定。
具体的には、保安上重要な建物を建物区分、建物下埋設配管の有無等により適宜細分

化し優先順位を設定。

○４大事業者の2011年度末における保安上重要な建物の未対策内管の残存量は58,368
本となっており、需要家の協力が全て得られれば、2015年度に対策完了する予定である。

JCGA

○保安上重要な建物の経年内管対策として、可能な限り2015年度までの完了を目指すこ
とと、この対策を実施するにあたっては国のガイドラインに基づくリスクマネジメント手法に
より的確なリスク評価に基づく優先順位付けを行うようガス事業者に要請している。この手
法に関しては、協会発行の「保安教育の手引き」にも記載し、各支部の講習会等で活用
し、ガス事業者に対して周知を行っている。

進捗
状況

事業者

実施主体

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

▼ 優先順位設定の例
建物下埋設配管

なし あり

(1) 特定地下街等、特定地下室等、超高層

建物、特定大規模建物

(2)

高層建物、特定中規模建物、特定公共

用建物、工業用建物、一般業務用建物、

一般業集合住宅のうち、学校・病院

(3)

高層建物、特定中規模建物、特定公共

用建物、工業用建物、一般業務用建物、

一般業集合住宅のうち、鉄筋コンクリ

ート系建物（(2)を除く）

(4) 上記以外

優先順位Ⅰ

優先順位Ⅲ

優先順位Ⅳ

優先順位Ⅵ 優先順位Ⅴ

優先順位Ⅱ

優先順位Ⅲ



No.24
供給段階及び製造段階
○灯外内管対策
・国の補助金制度等の活用による対策実施（保安上重要な建物）（●）
～2015年度 対策実施（4大事業者）
国(★)、事業者(★)

○公共の安全を確保するため、腐食や地震による破損等を原因とするガス漏れの可能性
が特に高い、需要家敷地内に埋設された腐食のおそれのある経年埋設内管の交換・修繕
に必要な土木工事費等（需要家資産である経年埋設内管の取替に直接要する経費（配管
の材料費、切断費、溶接工事費）を除く。）の一部を補助する、ガス導管劣化検査等支援
事業を実施した。

○当初予算額の推移は以下の通り。

※平成１９年度から平成２１年度までは、経年埋設内管対策費補助事業の当初予算額を
記載。経年埋設内管対策費補助事業が平成２１年度限りで廃止された後、平成２２年度以
降、ガス導管劣化検査等支援事業として新設された。

ＪＧＡ

○日本ガス協会では、ガス事業者における改善周知活動の促進、ならびに補助金制度活
用の促進を図るため、以下の内容を実施。
・経年管入れ替えの折衝に関わるガス事業者の作業員（改善折衝員）に対して、改善折衝
のスキル向上及び啓発のための「教育スクール」を開催。
・各種の会議体を通じガス事業者へ改善取組みの推進及び補助金活用の訴求を実施。
・補助金活用実績等に基づく表彰制度の運用を通じ、補助金活用に関するノウハウや優
秀事例についてガス事業者への情報提供を実施。

○ガス事業者は、「ガス導管劣化検査等支援補助金」を活用し、保安上重要な建物におけ
る経年内管の改善を実施。補助金の活用実績金額は以下の通り。

補助金の活用状況（全国ベース）：

ＪＣＧＡ

○ガス導管劣化検査等支援事業（平成２２年度～）
ガス事業者は、「ガス導管劣化検査等支援補助金」を活用し、保安上重要な建物にお

ける経年内管の改善を実施。平成２２年度及び平成２３年度の実績は以下のとおり。
５件（１，６６５千円補助）
なお、補助率は工事費全体の1/4

○経年埋設内管対策費補助事業（平成１８年度～平成２１年度）
ガス事業者は、「経年埋設内管対策費補助金」を活用し、保安上重要な建物における

経年内管の改善を実施。平成１８年度から平成２１年度までの実績は以下のとおり。
３７件（２８，４６９千円補助）
なお、補助率は工事費全体の1/2

日本コミュニティーガス協会では、「コミュニティーガスニュース」を通じて上記の事業に関
する周知を会員事業者に向けて実施した。

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
実施主体

進捗
状況

国

事業者

＊平成２２年度より「経年埋設内管対策費補助金」から「ガス導管劣化検査等補助金」へと変わり、実質

的な補助率が1/2→1/4へと変更



No.25
供給段階及び製造段階
○灯外内管対策
・業務機会を捉えた改善の必要性周知（保安上重要な建物以外の建物）
－
事業者(★)

○ガスの安全利用に関する普及啓蒙を行う経済産業省の専用ＨＰ「ガスの安全見直し隊」
において、注意喚起を行っている。（以下、「例」を示す。）
敷地内の古くなったガス管は、早めにお取り替えください。土の中の白ガス管は古くなって
腐食が進むとガスが漏れることがあります。ガスを安心してご利用いただくために、お客様
のご協力をお願いいたします。

ＪＧＡ

○日本ガス協会及びガス事業者から需要家に対し、業務機会やホームページへの掲載等
を通じて古くなったガス管の取替えのおすすめについての広報を実施。

JCGA

○日本コミュニティーガス協会では、「経年管個別周知活動」や「ガスと暮らしの安心運動」
において、ガス管取替えの必要性について広報活動を行っている。

○簡易ガス事業者では、法定周知や調査、検針、ガス展、その他需要家との接触時を捉
え、保安上重要な建物以外の建物の所有者等に対し継続的にガス管の腐食状況や経年
埋設内管の取替えの必要性について周知を実施している。

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
実施主体

進捗
状況

国

事業者

▼ ホームページを通じた広報の例



No.26
供給段階及び製造段階
○灯外内管対策
・技術開発成果を活用した対策の推進
－
事業者

ＪＧＡ

○新しい更生修理工法として申請のあったプラスライニング工法について、平成２４年７月
にガス導管更生修理工法評価委員会において評価を行った結果、適合していると判断さ
れ、各事業者に周知した。（報告を受けた国は、各監督部に水平展開を行い情報を共有し
た。）その他、事業者に対し、各種機会を通じて更生修理工法（ガス管内面に樹脂等を用
いて膜を形成する工法）の紹介を行っている。

JCGA

○ガス事業者は更正修理工法の活用について、一般大手ガス事業者（主に4大事業者）
及び関係エンジニアリング会社等から、適用検討・施工に関する技術サポートを受け実
施。

実施主体

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

進捗
状況

事業者



No.27
供給段階及び製造段階
○製造設備対応
・高経年LNG設備対応（●）
～2014年度 検討
事業者（ＪＧＡ）

進捗
状況

事業者 ＪＧＡ

○全国のガス事業者に対しアンケート調査を平成２４年１０月に実施し、製造設備の実態
把握を行った。

対象：製造所全般
設備：ガス発生設備、LNG貯槽、LPG貯槽、ガスホルダー
設置後経過年数：設置後３０年以上（１９７０年代以前）経過した設備の割合

ガス発生設備 ： ７％
ガスホルダー ： ４９％
ＬＮＧ貯槽 ： １１％
ＬＰＧ貯槽 ： ２４％

経年劣化事象：ＬＰＧ貯槽、ガスホルダー：
・外面の錆び
・球殻突合せ溶接部の疲労き裂

ガス発生設備：
・エアフィン式気化器の熱疲労

ＬＮＧ貯槽：
・外面の錆び

※出展：日本ガス協会アンケート

○平成２４年度中を目処にアンケート結果を分析後、経年劣化事象に対する課題を整理
し、対応策（例 指針への反映、事業者への周知等）を検討する。

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
実施主体



No.28
供給段階及び製造段階
○作業ミスの低減に重点を置いた教育・訓練の徹底
・自社工事に係る教育の徹底
－
事業者

ＪＧＡ

○定期的に事故事例研究に関する冊子を発刊し、ガス事業者による事例研究を通じた事
故防止に関する教育等を実施するよう促している。

○協会作成の事故事例研究や危険予知ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（KYT）等により、ガス事業者は、作業手
順の遵守、安全作業の遂行等について継続的に保安に関する教育を実施している。

○業界資格の新規取得時、更新時における事故事例に関する教育も実施している。

＜内管工事資格制度＞
２００７年４月から運用開始。新規取得および３年ごとの資格更新時の講習を通じて、事

故事例研究やKYT等を行っている。

内管工事資格の３年間の推移
平成21 平成22 平成23

資格保有者数 35,070 34,934 34,570
資格認定修了者数 1,801 1,892 1,824
更新講習修了者数 9,863 9,551 9,721

ＪＣＧＡ

○簡易ガス事業者の導管工事における酸欠事故防止対策を以下のとおり実施している。
協会作成の「酸欠事故防止対策の手引き」を活用し、施工時の安全遵守の徹底等につ

いて継続実施するよう求めている。
事業者の保安教育及び協会の保安講習会（各支部で2回／年開催）等で機会ある毎に

注意喚起を実施。特に、単独工事の際に死亡事故が発生していることから、協会から単独
工事の禁止徹底の遵守を要請している。

○ガス事業者には、協会作成の「保安教育の手引き」や事故事例集当により、作業ミスの
低減に向けた教育を実施するよう要請している。

○「広報活動シート」のとおり、広報活動を行っている。

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
実施主体

進捗
状況

事業者

酸欠事故防止対策の手引き



No.29
供給段階及び製造段階
○作業ミスの低減に重点を置いた教育・訓練の徹底
・自社工事に係るベストプラクティスの共有
－
事業者

ＪＧＡ

○自社工事における事故防止に関して、各ガス事業者の好取り組みの内容を日本ガス協
会が収集し、事例集冊子として取りまとめた。各ガス事業者が事例集冊子を活用し、事故
防止に関する活動を推進できるよう説明会を実施し、情報の共有を図った。

○事例集冊子は、近年の事故状況を分析し、本管・供給管の自社工事による「供給支障」
が多く発生していることを懸念し、供給支障を防止するべく各ガス事業者の好取り組み事
例集となっている。

○事例集の構成は、近年の事故分析を行い工事計画段階・工事着工段階、工事施工段
階に分けて様々な好取り組み事例をまとめた。

○好取り組み事例を参考に、各ガス事業者において、これまでの個社の取り組みとあわ
せて対策の強化検討を行っている。

ＪＣＧＡ

○自社工事事故なども含む「簡易ガス事業の事故事例集」の事故再発防止策事例を協会
が作成し、保安講習会等で周知展開している。（事故については、発生日、場所（県別）、
事故状況、原因、被害状況を記載）

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
実施主体

進捗
状況

事業者

簡易ガス事業の事故事例集



別添 キャンペーン資料

ポス

点検表 チラシ



マニュアルカード



No.30

供給段階及び製造段階における保安対策
○作業ミスの低減に重点を置いた教育・訓練
・適確な配送管理の実施に向けた関係者間の相互確認教育（●）
～2012年度 検討
事業者

進捗
状況

事業者 ＪCＧＡ

○事故撲滅を目指し「保安向上キャンペーン」を毎年度6月～8月末の期間で展開し
ている。
平成23、24年度は特定製造所での事故防止をキャンペーンの目的をしており、そ
のために配送管理者と担当者間の連携の強化を図ることや配送業務等について
の保安教育を実施することを実施項目としている。当キャンペーン期間中にキャン
ペーンの主旨に沿った保安教育を多くの事業者が実施し、その結果として緩やかで
はあるが、作業ミスの低減が見られる。（保安向上キャンペーン実施結果は別添の
とおり）

○保安向上キャンペーンを周知するためのポスターや保安教育資料として活用で
きるチラシ、配送作業時の作業ミスを無くすための注意点やチェック項目をまとめた
容器交換時のマニュアルカード、配送作業後の点検票等も作成しガス事業者に配
布しており、これらのポスター、チラシ、マニュアルカード、点検表に関係者間の相
互確認を行うよう記載している。（保安向上キャンペーン資料は別添のとおり）

○他にも、コミュニティーガス協会各支部で開催している保安講習会で、過去の事
故事例を紹介し、その再発防止策の一つとして、配送業務を他人任せにせず、関
係者間で相互に確認するよう教育を行っている。
※資料は別紙参照のこと。

＜参考＞
製造支障（ガス切れ）事故について
平成２１ 平成２２ 平成２３

４ ２ ５ （件）
※ガス事業法による事故報告から

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
実施主体



No.31
供給段階及び製造段階における保安対策
○作業ミスの低減に重点を置いた教育・訓練
・ガス工作物の適切な維持管理に関する教育
－
事業者

進捗
状況

事業者 ＪＣＧＡ

○ガス工作物の点検・検査の推進と教育・訓練を実施し、事故防止に万全を期すことを目
的とした「保安点検検査推進運動」を毎年度展開している。この運動では、コミュニティーガ
ス協会がポスター等による運動の周知と教材（保安教育の手引き等）の整備、講習会の開
催による指導を行い、ガス事業者は巡視点検・検査の励行や関係者への教育・訓練を実
施している。（保安点検検査推進運動の実施結果、ポスターは次のとおり）

＜特定製造所におけるバルブ開放忘れ事故＞
平成２１ 平成２２ 平成２３

２ １ ３ （件）

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
実施主体



No.32
供給段階及び製造段階
○作業ミスの低減に重点を置いた教育・訓練
・ガス工作物の適確な操作手順に関する教育・訓練（●）
～2012年度 検討
事業者

進捗
状況

事業者 ＪＣＧＡ

○協会が展開している「保安向上キャンペーン」では、配送管理者と担当者に対して保安
教育を行い、ガス工作物の操作やそれに伴う事故の防止について教育を行うこととしてい
る。

○協会では、ガス工作物の操作手順と注意事項を掲載したチラシや容器交換時のマニュ
アルカードを保安向上キャンペーン資料として事業者に配布し、関係者に対して注意喚起
を行うとともに、保安教育資料としても活用している。

○「保安点検検査推進運動」でも、ガス工作物の点検・検査時にガス工作物の操作の確認
を行うことにより、誤操作による事故の未然防止を図っている。（チラシ、マニュアルカード
はNo.30別添のとおり）

段階
対策

具体的な実施項目
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
実施主体


